
〇

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
八
十
号
）

改

正

案

現

行

（
受
益
証
券
の
買
取
り
に
関
す
る
読
替
え
）

（
受
益
証
券
の
買
取
り
に
関
す
る
読
替
え
）

第
三
十
一
条

（
略
）

第
三
十
一
条

（
略
）

２

法
第
三
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
受
益
証
券
の
買
取
り
に
お
い
て

２

法
第
三
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
受
益
証
券
の
買
取
り
に
お
い
て

非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
第
百
二
十
六
条
第
一
項

非
訟
事
件
手
続
法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
四
号
）
第
百
二
十
六
条
第
一
項

及
び
第
百
三
十
二
条
ノ
六
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定

及
び
第
百
三
十
二
条
ノ
六
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定

に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
非

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
非

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

訟
事
件
手
続
法

訟
事
件
手
続
法

の
規
定

の
規
定

第
百
二
十
六
条

商
法
（
明
治
三
十
二
年
法

投
資
信
託
及
び
投
資
法

第
百
二
十
六
条

商
法
（
明
治
三
十
二
年
法

投
資
信
託
及
び
投
資
法

第
一
項

律
第
四
十
八
号
）
第
五
十

人
に
関
す
る
法
律
第
三

第
一
項

律
第
四
十
八
号
）
第
五
十

人
に
関
す
る
法
律
第
三

八
条
、
第
七
十
条
ノ
二
第

十
条
の
二
第
二
項
ニ
於

八
条
、
第
七
十
条
ノ
二
第

十
条
の
二
第
二
項
ニ
於

一
項
但
書
、
第
百
七
十
三

テ
準
用
ス
ル
商
法
第
二

一
項
但
書
、
第
百
七
十
三

テ
準
用
ス
ル
商
法
第
二

条
第
四
項
、
第
百
七
十
八

百
四
十
五
条
ノ
三
第
三

条
第
四
項
、
第
百
七
十
八

百
四
十
五
条
ノ
三
第
三

条
、
第
二
百
四
条
ノ
四
第

項

条
、
第
二
百
四
条
ノ
四
第

項

一
項
、
第
二
百
二
十
条
第

一
項
、
第
二
百
十
七
条
第

二
項
、
第
二
百
三
十
七
条

二
項
、
第
二
百
三
十
七
条

－５９－



第
二
項
、
第
二
百
四
十
五

第
二
項
、
第
二
百
四
十
五

条
ノ
三
第
三
項
、
第
二
百

条
ノ
三
第
三
項
、
第
二
百

四
十
六
条
第
二
項
、
第
二

四
十
六
条
第
二
項
、
第
二

百
五
十
八
条
第
二
項
、
第

百
五
十
八
条
第
二
項
、
第

二
百
六
十
三
条
第
四
項
、

二
百
六
十
三
条
第
四
項
、

第
二
百
八
十
条
ノ
八
第
三

第
二
百
八
十
条
ノ
八
第
三

項
、
第
二
百
八
十
条
ノ
十

項
、
第
二
百
八
十
条
ノ
十

八
第
二
項
及
ビ
第
二
百
八

八
第
二
項
及
ビ
第
二
百
八

十
二
条
第
三
項
、
基
準
用

十
二
条
第
三
項
、
基
準
用

規
定
、
同
法
第
百
五
十
三

規
定
、
同
法
第
百
五
十
三

条
第
二
項
、
第
百
七
十
三

条
第
二
項
、
第
百
七
十
三

条
第
一
項
、
第
百
八
十
一

条
第
一
項
、
第
百
八
十
一

条
第
一
項
、
第
二
百
三
十

条
第
一
項
、
第
二
百
三
十

七
条
ノ
二
、
第
二
百
六
十

七
条
ノ
二
、
第
二
百
六
十

条
ノ
四
第
四
項
、
第
二
百

条
ノ
四
第
四
項
、
第
二
百

八
十
条
ノ
八
第
一
項
、
第

八
十
条
ノ
八
第
一
項
、
第

二
百
九
十
一
条
第
二
項
、

二
百
九
十
一
条
第
二
項
、

第
二
百
九
十
三
条
ノ
八
第

第
二
百
九
十
三
条
ノ
八
第

一
項
及
ビ
第
二
百
九
十
四

一
項
及
ビ
第
二
百
九
十
四

条
、
有
限
会
社
法
（
昭
和

条
、
有
限
会
社
法
（
昭
和

十
三
年
法
律
第
七
十
四
号

十
三
年
法
律
第
七
十
四
号

）
第
八
条
第
一
項
但
書
、

）
第
八
条
第
一
項
但
書
、

第
十
二
条
ノ
二
第
一
項
、

第
十
二
条
ノ
二
第
一
項
、

－６０－



第
二
十
八
条
ノ
二
第
一
項

第
二
十
八
条
ノ
二
第
一
項

、
第
四
十
四
条
ノ
三
第
一

、
第
四
十
四
条
ノ
三
第
一

項
、
第
四
十
五
条
及
ビ
第

項
、
第
四
十
五
条
及
ビ
第

五
十
二
条
ノ
三
第
一
項
並

五
十
二
条
ノ
三
第
一
項
並

ニ
株
券
等
の
保
管
及
び
振

ニ
株
券
等
の
保
管
及
び
振

替
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

替
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

五
十
九
年
法
律
第
三
十
号

五
十
九
年
法
律
第
三
十
号

）
第
三
十
二
条
第
七
項

）
第
三
十
二
条
第
七
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
百
三
十
二
条

商
法
第
二
百
四
十
五
条
ノ

投
資
信
託
及
び
投
資
法

第
百
三
十
二
条

商
法
第
二
百
四
十
五
条
ノ

投
資
信
託
及
び
投
資
法

ノ
六
第
一
項

三
第
三
項
（
同
法
第
二
百

人
に
関
す
る
法
律
第
三

ノ
六
第
一
項

三
第
三
項
（
同
法
第
二
百

人
に
関
す
る
法
律
第
三

四
十
五
条
ノ
五
第
五
項
、

十
条
の
二
第
二
項
ニ
於

四
十
五
条
ノ
五
第
五
項
、

十
条
の
二
第
二
項
ニ
於

第
三
百
四
十
九
条
第
二
項

テ
準
用
ス
ル
商
法
第
二

第
三
百
四
十
九
条
第
二
項

テ
準
用
ス
ル
商
法
第
二

、
第
三
百
五
十
五
条
第
二

百
四
十
五
条
ノ
三
第
三

、
第
三
百
五
十
五
条
第
二

百
四
十
五
条
ノ
三
第
三

項
（
同
法
第
三
百
七
十
一

項

項
（
同
法
第
三
百
七
十
一

項

条
第
二
項
ニ
於
テ
準
用
ス

条
第
三
項
ニ
於
テ
準
用
ス

ル
場
合
ヲ
含
ム
）
、
第
三

ル
場
合
ヲ
含
ム
）
、
第
三

百
五
十
八
条
第
七
項
、
第

百
五
十
八
条
第
七
項
、
第

三
百
七
十
四
条
ノ
三
第
二

三
百
七
十
四
条
ノ
三
第
二

項
（
同
法
第
三
百
七
十
四

項
（
同
法
第
三
百
七
十
四

条
ノ
三
十
一
第
三
項
ニ
於

条
ノ
三
十
一
第
五
項
ニ
於

－６１－



テ
準
用
ス
ル
場
合
ヲ
含
ム

テ
準
用
ス
ル
場
合
ヲ
含
ム

）
、
第
三
百
七
十
四
条
ノ

）
、
第
三
百
七
十
四
条
ノ

二
十
三
第
七
項
、
第
四
百

二
十
三
第
七
項
、
第
四
百

八
条
ノ
三
第
二
項
及
ビ
第

八
条
ノ
三
第
二
項
及
ビ
第

四
百
十
三
条
ノ
三
第
七
項

四
百
十
三
条
ノ
三
第
七
項

ニ
於
テ
準
用
ス
ル
場
合
ヲ

ニ
於
テ
準
用
ス
ル
場
合
ヲ

含
ム
）

含
ム
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
投
資
法
人
の
設
立
等
に
関
す
る
読
替
え
）

（
投
資
法
人
の
設
立
等
に
関
す
る
読
替
え
）

第
五
十
九
条

法
第
七
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
の
創
立
総
会

第
五
十
九
条

法
第
七
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
の
創
立
総
会

に
つ
い
て
商
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
（
当
該
規
定

に
つ
い
て
商
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
（
当
該
規
定

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
の
規
定
を
含
む
）
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
の
規
定
を
含
む
）
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の

表
の
と
お
り
と
す
る
。

表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
商

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

法
の
規
定

法
の
規
定

第
百
八
十
条
第

株
式
引
受
人

投
資
法
人
ガ
設
立
ノ
際

第
百
八
十
条
第

株
式
引
受
人

投
資
法
人
ガ
設
立
ノ
際

－６２－



二
項

ニ
発
行
ス
ル
投
資
口
ノ

二
項

ニ
発
行
ス
ル
投
資
口
ノ

引
受
ヲ
為
シ
タ
ル
者

引
受
ヲ
為
シ
タ
ル
者

議
決
権
ノ
総
数

投
資
口
ノ
総
口
数

株
式
ノ
総
数

投
資
口
ノ
総
口
数

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
投
資
口
の
質
入
れ
に
関
す
る
読
替
え
）

（
投
資
口
の
質
入
れ
に
関
す
る
読
替
え
）

第
六
十
一
条

法
第
七
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
口
の
質
入
れ
に
つ

第
六
十
一
条

法
第
七
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
口
の
質
入
れ
に
つ

い
て
商
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読

い
て
商
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読

替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
商

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

法
の
規
定

法
の
規
定

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
百
九
条
第

（
略
）

（
略
）

第
二
百
九
条
第

（
略
）

（
略
）

三
項

三
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

－６３－



株
券

投
資
証
券

株
券
及
端
株
券

投
資
証
券

（
投
資
主
名
簿
に
関
す
る
読
替
え
）

（
投
資
主
名
簿
に
関
す
る
読
替
え
）

第
六
十
二
条

法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
主
名
簿
に
つ
い
て

第
六
十
二
条

法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
主
名
簿
に
つ
い
て

商
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え

商
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え

に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
商

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

法
の
規
定

法
の
規
定

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
百
二
十
四

株
式
申
込
人
、
株
式
引
受

投
資
口
ノ
申
込
ヲ
為
シ

第
二
百
二
十
四

株
式
申
込
人
、
株
式
引
受

投
資
口
ノ
申
込
ヲ
為
シ

条
第
三
項

人
、
質
権
者
又
ハ
端
株
主

タ
ル
者
、
投
資
口
ノ
引

条
第
三
項

人

タ
ル
者
、
投
資
口
ノ
引

受
ヲ
為
シ
タ
ル
者
又
ハ

受
ヲ
為
シ
タ
ル
者

質
権
者

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

－６４－



（
投
資
口
の
併
合
に
関
す
る
読
替
え
）

（
投
資
口
の
併
合
に
関
す
る
読
替
え
）

第
六
十
四
条

法
第
八
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
同
条
第
一
項
の
場
合
に

第
六
十
四
条

法
第
八
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
同
条
第
一
項
の
場
合
に

つ
い
て
商
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的

つ
い
て
商
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的

読
替
え
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
替
え
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
商

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

法
の
規
定

法
の
規
定

第
二
百
十
四
条

株
券

投
資
証
券

第
二
百
十
四
条

株
券

投
資
証
券

第
三
項

第
二
項

第
二
百
十
五
条

株
券

投
資
証
券

第
二
百
十
五
条

株
券
及
端
株
券

投
資
証
券

第
一
項

第
一
項

株
主
及
株
主
名
簿

投
資
主
及
投
資
主
名
簿

並
ニ

及

株
主
及
株
主
名
簿

投
資
主
及
投
資
主
名
簿

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
百
十
六
条

旧
株
券

旧
投
資
証
券

第
二
百
十
六
条

旧
株
券
又
ハ
旧
端
株
券

旧
投
資
証
券

第
一
項

第
一
項

－６５－



新
株
券

新
投
資
証
券

新
株
券
又
ハ
新
端
株
券

新
投
資
証
券

（
投
資
口
の
併
合
に
お
け
る
端
数
の
処
理
に
関
す
る
読
替
え
）

（
投
資
口
の
併
合
に
お
け
る
端
数
の
処
理
に
関
す
る
読
替
え
）

第
六
十
五
条

第
八
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
お
い
て
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項

第
六
十
五
条

第
八
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
お
い
て
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項

の
場
合
に
つ
い
て
商
法
第
二
百
二
十
条
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お

の
場
合
に
つ
い
て
商
法
第
二
百
十
七
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お

け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
商

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

法
の
規
定

法
の
規
定

第
二
百
二
十
条

株
券

投
資
証
券

第
二
百
十
七
条

株
券
又
ハ
端
株
券

投
資
証
券

第
四
項

第
三
項

（
投
資
主
総
会
に
関
す
る
読
替
え
）

（
投
資
主
総
会
に
関
す
る
読
替
え
）

第
六
十
七
条

法
第
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
主
総
会
に
つ
い
て

第
六
十
七
条

法
第
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
主
総
会
に
つ
い
て

商
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
（
当
該
規
定
に
お
い
て

商
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
（
当
該
規
定
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と

準
用
す
る
同
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
商

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

法
の
規
定

法
の
規
定

－６６－



（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
百
三
十
九

定
款

規
約

第
二
百
三
十
九

定
款

規
約

条
第
一
項

条
第
一
項

総
株
主
ノ
議
決
権
ノ
過
半

発
行
済
投
資
口
ノ
総
口

発
行
済
株
式
ノ
総
数

発
行
済
投
資
口
ノ
総
口

数
ヲ
有
ス
ル
株
主

数
ノ
過
半
数
ニ
当
ル
投

数

資
口
ヲ
有
ス
ル
投
資
主

株
式
ヲ

投
資
口
ヲ

株
主

投
資
主

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
投
資
法
人
が
成
立
後
に
発
行
す
る
投
資
口
等
に
関
す
る
読
替
え
）

（
投
資
法
人
が
成
立
後
に
発
行
す
る
投
資
口
等
に
関
す
る
読
替
え
）

第
七
十
四
条

法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
が
成
立
後

第
七
十
四
条

法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
が
成
立
後

に
発
行
す
る
投
資
口
に
つ
い
て
商
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法

に
発
行
す
る
投
資
口
に
つ
い
て
商
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法

の
規
定
（
当
該
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
係
る
技

の
規
定
（
当
該
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
係
る
技

術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

－６７－



読
み
替
え
る
商

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
商

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

法
の
規
定

法
の
規
定

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
百
八
十
条

株
券

投
資
証
券

第
二
百
八
十
条

株
券
及
端
株
券

投
資
証
券

ノ
十
七
第
二
項

ノ
十
七
第
二
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
計
算
に
関
す
る
読
替
え
）

（
計
算
に
関
す
る
読
替
え
）

第
七
十
九
条

法
第
百
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
に
つ
い
て

第
七
十
九
条

法
第
百
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
に
つ
い
て

商
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
（
当
該
規
定
に
お
い
て

商
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
（
当
該
規
定
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と

準
用
す
る
同
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
商

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

法
の
規
定

法
の
規
定

－６８－



（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
百
九
十
四

定
款

規
約

第
二
百
九
十
四

定
款

規
約

条
第
一
項

条
第
一
項

総
株
主
ノ
議
決
権
ノ
百
分

発
行
済
投
資
口
ノ
総
口

発
行
済
株
式
ノ
総
数

発
行
済
投
資
口
ノ
総
口

ノ
三
以
上
ヲ
有
ス
ル
株
主

数
ノ
百
分
ノ
三
以
上
ニ

数

当
ル
投
資
口
ヲ
有
ス
ル

投
資
主

株
式
ヲ

投
資
口
ヲ

株
主

投
資
主

（
投
資
口
の
払
戻
し
に
係
る
規
約
の
変
更
に
関
す
る
読
替
え
）

（
投
資
口
の
払
戻
し
に
係
る
規
約
の
変
更
に
関
す
る
読
替
え
）

第
八
十
四
条

法
第
百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
規
約
を
変
更
し
て
投

第
八
十
四
条

法
第
百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
規
約
を
変
更
し
て
投

資
口
の
払
戻
し
の
請
求
に
応
じ
な
い
こ
と
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
商
法
第
三
百

資
口
の
払
戻
し
の
請
求
に
応
じ
な
い
こ
と
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
商
法
第
三
百

四
十
九
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
（
当
該
規
定
に
お
い

四
十
九
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
（
当
該
規
定
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の

て
準
用
す
る
同
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の

と
お
り
と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
商

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

法
の
規
定

法
の
規
定

－６９－



（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
百
四
十
九

株
式
ノ
種
類
及
数

投
資
口
ノ
口
数

第
三
百
四
十
九

株
式
ノ
額
面
無
額
面
ノ
別

投
資
口
ノ
口
数

条
第
二
項
に
お

条
第
二
項
に
お

、
種
類
及
数

い
て
準
用
す
る

い
て
準
用
す
る

第
二
百
四
十
五

第
二
百
四
十
五

条
ノ
三
第
一
項

条
ノ
三
第
一
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
解
散
に
関
す
る
読
替
え
）

（
解
散
に
関
す
る
読
替
え
）

第
八
十
六
条

法
第
百
四
十
四
条
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
に
つ
い
て
商
法
の

第
八
十
六
条

法
第
百
四
十
四
条
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
に
つ
い
て
商
法
の

規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次

規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次

の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
商

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

法
の
規
定

法
の
規
定

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
四
百
六
条
ノ

総
株
主
ノ
議
決
権
ノ
十
分

発
行
済
投
資
口
ノ
総
口

第
四
百
六
条
ノ

発
行
済
株
式
ノ
総
数

発
行
済
投
資
口
ノ
総
口

－７０－



二
第
一
項

ノ
一
以
上
ヲ
有
ス
ル
株
主

数
ノ
十
分
ノ
一
以
上
ニ

二
第
一
項

数

当
ル
投
資
口
ヲ
有
ス
ル

投
資
主

株
式
ヲ

投
資
口
ヲ

株
主

投
資
主

２

法
第
百
四
十
四
条
の
規
定
に
お
い
て
執
行
役
員
に
つ
い
て
商
法
第
四
百
七
条

２

法
第
百
四
十
四
条
の
規
定
に
お
い
て
執
行
役
員
に
つ
い
て
商
法
第
四
百
七
条

の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次

の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次

の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
商

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

法
の
規
定

法
の
規
定

第
四
百
七
条

会
社

投
資
法
人

第
四
百
七
条

会
社

投
資
法
人

株
主

投
資
主

株
主

投
資
主

通
知
ヲ
発
シ
且
端
株
券
ヲ

通
知
ヲ
発
ス
ル

発
行
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ

ハ
之
ヲ
公
告
ス
ル

－７１－



（
合
併
に
関
す
る
読
替
え
）

（
合
併
に
関
す
る
読
替
え
）

第
八
十
七
条

法
第
百
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
に
つ
い
て
商

第
八
十
七
条

法
第
百
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
に
つ
い
て
商

法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
（
当
該
規
定
に
お
い
て
準

法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
（
当
該
規
定
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お

用
す
る
同
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お

り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
商

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
商

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

法
の
規
定

法
の
規
定

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
四
百
八
条
ノ

株
式
ノ
種
類
及
数

投
資
口
ノ
口
数

第
四
百
八
条
ノ

株
式
ノ
額
面
無
額
面
ノ
別

投
資
口
ノ
口
数

三
第
二
項
に
お

三
第
二
項
に
お

、
種
類
及
数

い
て
準
用
す
る

い
て
準
用
す
る

第
二
百
四
十
五

第
二
百
四
十
五

条
ノ
三
第
一
項

条
ノ
三
第
一
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２

法
第
百
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
口
を
併
合
し
な
い
場
合
に
お

２

法
第
百
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
口
を
併
合
し
な
い
場
合
に
お

い
て
合
併
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
投
資
法
人
の
投
資
口
を
目
的
と
す
る
質
権
に
つ

い
て
合
併
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
投
資
法
人
の
投
資
口
を
目
的
と
す
る
質
権
に
つ

い
て
商
法
第
二
百
八
条
及
び
第
二
百
九
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に

い
て
商
法
第
二
百
八
条
及
び
第
二
百
九
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
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お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る

お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る

。

。

読
み
替
え
る
商

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
商

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

法
の
規
定

法
の
規
定

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
二
百
九
条
第

（
略
）

（
略
）

第
二
百
九
条
第

（
略
）

（
略
）

三
項

三
項

株
券

投
資
証
券

株
券
及
端
株
券

投
資
証
券

（
非
訟
事
件
手
続
法
の
規
定
の
読
替
え
）

（
非
訟
事
件
手
続
法
の
規
定
の
読
替
え
）

第
九
十
三
条

法
第
百
八
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
に
つ
い
て

第
九
十
三
条

法
第
百
八
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
法
人
に
つ
い
て

非
訟
事
件
手
続
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
（
当
該
規

非
訟
事
件
手
続
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
（
当
該
規

定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、

定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、

次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
み
替
え
る
非

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
非

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

訟
事
件
手
続
法

訟
事
件
手
続
法

の
規
定

の
規
定
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第
百
二
十
六
条

商
法
（
明
治
三
十
二
年
法

投
資
信
託
及
び
投
資
法

第
百
二
十
六
条

商
法
（
明
治
三
十
二
年
法

投
資
信
託
及
び
投
資
法

第
一
項

律
第
四
十
八
号
）
第
五
十

人
に
関
す
る
法
律
第
百

第
一
項

律
第
四
十
八
号
）
第
五
十

人
に
関
す
る
法
律
第
百

八
条
、
第
七
十
条
ノ
二
第

四
十
四
条
ニ
於
テ
準
用

八
条
、
第
七
十
条
ノ
二
第

四
十
四
条
ニ
於
テ
準
用

一
項
但
書
、
第
百
七
十
三

ス
ル
商
法
第
五
十
八
条

一
項
但
書
、
第
百
七
十
三

ス
ル
商
法
第
五
十
八
条

条
第
四
項
、
第
百
七
十
八

ノ
規
定
、
投
資
信
託
及

条
第
四
項
、
第
百
七
十
八

ノ
規
定
、
投
資
信
託
及

条
、
第
二
百
四
条
ノ
四
第

び
投
資
法
人
に
関
す
る

条
、
第
二
百
四
条
ノ
四
第

び
投
資
法
人
に
関
す
る

一
項
、
第
二
百
二
十
条
第

法
律
第
九
十
九
条
第
一

一
項
、
第
二
百
十
七
条
第

法
律
第
九
十
九
条
第
一

二
項
、
第
二
百
三
十
七
条

項
又
ハ
第
百
六
十
三
条

二
項
、
第
二
百
三
十
七
条

項
又
ハ
第
百
六
十
三
条

第
二
項
、
第
二
百
四
十
五

第
一
項
ニ
於
テ
準
用
ス

第
二
項
、
第
二
百
四
十
五

第
一
項
ニ
於
テ
準
用
ス

条
ノ
三
第
三
項
、
第
二
百

ル
商
法
第
七
十
条
ノ
二

条
ノ
三
第
三
項
、
第
二
百

ル
商
法
第
七
十
条
ノ
二

四
十
六
条
第
二
項
、
第
二

第
一
項
但
書
ノ
規
定
、

四
十
六
条
第
二
項
、
第
二

第
一
項
但
書
ノ
規
定
、

百
五
十
八
条
第
二
項
、
第

投
資
信
託
及
び
投
資
法

百
五
十
八
条
第
二
項
、
第

投
資
信
託
及
び
投
資
法

二
百
六
十
三
条
第
四
項
、

人
に
関
す
る
法
律
第
百

二
百
六
十
三
条
第
四
項
、

人
に
関
す
る
法
律
第
百

第
二
百
八
十
条
ノ
八
第
三

四
十
一
条
第
一
項
ニ
於

第
二
百
八
十
条
ノ
八
第
三

四
十
一
条
第
一
項
ニ
於

項
、
第
二
百
八
十
条
ノ
十

テ
準
用
ス
ル
商
法
第
三

項
、
第
二
百
八
十
条
ノ
十

テ
準
用
ス
ル
商
法
第
三

八
第
二
項
及
ビ
第
二
百
八

百
四
十
九
条
第
二
項
又

八
第
二
項
及
ビ
第
二
百
八

百
四
十
九
条
第
二
項
又

十
二
条
第
三
項
、
基
準
用

ハ
投
資
信
託
及
び
投
資

十
二
条
第
三
項
、
基
準
用

ハ
投
資
信
託
及
び
投
資

規
定
、
同
法
第
百
五
十
三

法
人
に
関
す
る
法
律
第

規
定
、
同
法
第
百
五
十
三

法
人
に
関
す
る
法
律
第

条
第
二
項
、
第
百
七
十
三

百
五
十
条
第
一
項
ニ
於

条
第
二
項
、
第
百
七
十
三

百
五
十
条
第
一
項
ニ
於

条
第
一
項
、
第
百
八
十
一

テ
準
用
ス
ル
商
法
第
四

条
第
一
項
、
第
百
八
十
一

テ
準
用
ス
ル
商
法
第
四

条
第
一
項
、
第
二
百
三
十

百
八
条
ノ
三
第
二
項
ニ

条
第
一
項
、
第
二
百
三
十

百
八
条
ノ
三
第
二
項
ニ

七
条
ノ
二
、
第
二
百
六
十

於
テ
準
用
ス
ル
同
法
第

七
条
ノ
二
、
第
二
百
六
十

於
テ
準
用
ス
ル
同
法
第
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条
ノ
四
第
四
項
、
第
二
百

二
百
四
十
五
条
ノ
三
第

条
ノ
四
第
四
項
、
第
二
百

二
百
四
十
五
条
ノ
三
第

八
十
条
ノ
八
第
一
項
、
第

三
項
ノ
規
定
及
ビ
投
資

八
十
条
ノ
八
第
一
項
、
第

三
項
ノ
規
定
及
ビ
投
資

二
百
九
十
一
条
第
二
項
、

信
託
及
び
投
資
法
人
に

二
百
九
十
一
条
第
二
項
、

信
託
及
び
投
資
法
人
に

第
二
百
九
十
三
条
ノ
八
第

関
す
る
法
律
第
百
二
十

第
二
百
九
十
三
条
ノ
八
第

関
す
る
法
律
第
百
二
十

一
項
及
ビ
第
二
百
九
十
四

三
条
第
一
項
ニ
於
テ
準

一
項
及
ビ
第
二
百
九
十
四

三
条
第
一
項
ニ
於
テ
準

条
、
有
限
会
社
法
（
昭
和

用
ス
ル
商
法
第
二
百
八

条
、
有
限
会
社
法
（
昭
和

用
ス
ル
商
法
第
二
百
八

十
三
年
法
律
第
七
十
四
号

十
条
ノ
十
八
第
二
項
ノ

十
三
年
法
律
第
七
十
四
号

十
条
ノ
十
八
第
二
項
ノ

）
第
八
条
第
一
項
但
書
、

規
定

）
第
八
条
第
一
項
但
書
、

規
定

第
十
二
条
ノ
二
第
一
項
、

第
十
二
条
ノ
二
第
一
項
、

第
二
十
八
条
ノ
二
第
一
項

第
二
十
八
条
ノ
二
第
一
項

、
第
四
十
四
条
ノ
三
第
一

、
第
四
十
四
条
ノ
三
第
一

項
、
第
四
十
五
条
及
ビ
第

項
、
第
四
十
五
条
及
ビ
第

五
十
二
条
ノ
三
第
一
項
並

五
十
二
条
ノ
三
第
一
項
並

ニ
株
券
等
の
保
管
及
び
振

ニ
株
券
等
の
保
管
及
び
振

替
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

替
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

五
十
九
年
法
律
第
三
十
号

五
十
九
年
法
律
第
三
十
号

）
第
三
十
二
条
第
七
項

）
第
三
十
二
条
第
七
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
百
三
十
二
条

商
法
第
二
百
四
十
五
条
ノ

投
資
信
託
及
び
投
資
法

第
百
三
十
二
条

商
法
第
二
百
四
十
五
条
ノ

投
資
信
託
及
び
投
資
法

ノ
六
第
一
項

三
第
三
項
（
同
法
第
二
百

人
に
関
す
る
法
律
第
百

ノ
六
第
一
項

三
第
三
項
（
同
法
第
二
百

人
に
関
す
る
法
律
第
百

四
十
五
条
ノ
五
第
五
項
、

四
十
一
条
ニ
於
テ
準
用

四
十
五
条
ノ
五
第
五
項
、

四
十
一
条
ニ
於
テ
準
用
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第
三
百
四
十
九
条
第
二
項

ス
ル
商
法
第
三
百
四
十

第
三
百
四
十
九
条
第
二
項

ス
ル
商
法
第
三
百
四
十

、
第
三
百
五
十
五
条
第
二

九
条
第
二
項
ニ
於
テ
準

、
第
三
百
五
十
五
条
第
二

九
条
第
二
項
ニ
於
テ
準

項
（
同
法
第
三
百
七
十
一

用
ス
ル
同
法
第
二
百
四

項
（
同
法
第
三
百
七
十
一

用
ス
ル
同
法
第
二
百
四

条
第
二
項
ニ
於
テ
準
用
ス

十
五
条
ノ
三
第
三
項
ノ

条
第
三
項
ニ
於
テ
準
用
ス

十
五
条
ノ
三
第
三
項
ノ

ル
場
合
ヲ
含
ム
）
、
第
三

規
定
又
ハ
投
資
信
託
及

ル
場
合
ヲ
含
ム
）
、
第
三

規
定
又
ハ
投
資
信
託
及

百
五
十
八
条
第
七
項
、
第

び
投
資
法
人
に
関
す
る

百
五
十
八
条
第
七
項
、
第

び
投
資
法
人
に
関
す
る

三
百
七
十
四
条
ノ
三
第
二

法
律
第
百
五
十
条
第
一

三
百
七
十
四
条
ノ
三
第
二

法
律
第
百
五
十
条
第
一

項
（
同
法
第
三
百
七
十
四

項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商

項
（
同
法
第
三
百
七
十
四

項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル
商

条
ノ
三
十
一
第
三
項
ニ
於

法
第
四
百
八
条
ノ
三
第

条
ノ
三
十
一
第
五
項
ニ
於

法
第
四
百
八
条
ノ
三
第

テ
準
用
ス
ル
場
合
ヲ
含
ム

二
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル

テ
準
用
ス
ル
場
合
ヲ
含
ム

二
項
ニ
於
テ
準
用
ス
ル

）
、
第
三
百
七
十
四
条
ノ

同
法
第
二
百
四
十
五
条

）
、
第
三
百
七
十
四
条
ノ

同
法
第
二
百
四
十
五
条

二
十
三
第
七
項
、
第
四
百

ノ
三
第
三
項

二
十
三
第
七
項
、
第
四
百

ノ
三
第
三
項

八
条
ノ
三
第
二
項
及
ビ
第

八
条
ノ
三
第
二
項
及
ビ
第

四
百
十
三
条
ノ
三
第
七
項

四
百
十
三
条
ノ
三
第
七
項

ニ
於
テ
準
用
ス
ル
場
合
ヲ

ニ
於
テ
準
用
ス
ル
場
合
ヲ

含
ム
）

含
ム
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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